
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
八
号

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
関
し
地
方
公
共
団

体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財

源
の
確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三

年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震

及
び
こ
れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害

を
い
う
。
）
か
ら
の
復
興
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

東
日
本
大
震
災
復
興
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第

七
十
六
号
）
第
二
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
基
づ
き
平

成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で
の
間
に
お

い
て
実
施
す
る
施
策
の
う
ち
全
国
的
に
、
か
つ
、
緊
急

に
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防
災
の
た
め
の
施
策
に

要
す
る
費
用
の
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、
臨
時
の
措
置

と
し
て
個
人
の
道
府
県
民
税
（
個
人
の
都
民
税
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
個
人
の
市
町
村
民
税
（
個
人

の
特
別
区
民
税
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
均
等
割
の

標
準
税
率
に
つ
い
て
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
特
例
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
税
率
の
特

例
）

第
二
条
　
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で

の
各
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
に
限
り
、
均
等
割

の
標
準
税
率
は
、
地
方
税
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
額
に
五
百
円
を
加
算
し

た
額
と
す
る
。

２
　
平
成
二
十
六
年
度
か
ら
平
成
三
十
五
年
度
ま
で
の
各

年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
均
等
割
の
標

準
税
率
は
、
地
方
税
法
第
三
百
十
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
額
に
五
百
円
を
加
算
し
た
額

と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
政
令
で
定
め
る
。
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